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独立行政法人勤労者退職金共済機構中期計画（第２期） 

 

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２９条第１項の規定に基づき、

平成２０年２月２９日付けをもって厚生労働大臣から指示を受けた独立行政法人勤労者

退職金共済機構中期目標（第２期）を達成するため、同法第３０条の定めるところによ

り、独立行政法人勤労者退職金共済機構中期計画（第２期）を次のとおり定める。  

 

平成２０年２月２９日 

平成２３年 月  日 変更認可 

  

独立行政法人勤労者退職金共済機構  

理事長 樋爪 龍太郎  

 

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置  

 

１ 効率的な業務実施体制の確立  

独立行政法人勤労者退職金共済機構（以下「機構」という。）が当面する課題に

積極的に対処し、効率的に業務を推進するため、「業務・システム最適化計画」の

実施に併せ、資産運用業務及びシステム管理業務の一元化を確実に行う。  

また、  

① 各退職金共済事業に共通する加入受付業務、退職金給付業務等の業務・システ

ム最適化計画をも踏まえた業務手順等の共通化、帳票類の統一化、  

② 平成２３年度末までの時限措置である適格退職年金からの移行業務の担当組

織の廃止等、加入促進業務に係る組織の再編、  

③ 建設業退職金共済（以下「建退共」という。）事業に係る特別事業については、

事業規模が相当程度小さくなっている一方で、単独で資産運用を行っており、ま

た、独立の組織・人員により業務を運営しているが、資産運用業務については、

特別事業も含めて執行体制の統一により、資産の管理業務のみ残ることになるた

め、組織・人員を縮小、  

④ 各退職金共済事業の電話応対業務の一元化の検討、 

⑤ 退職金共済事業及び財産形成促進事業の広報業務の連携、  

などにより、業務実施体制の効率化や人員及び経費の縮減を図る。  

さらに、業務・システム最適化計画を踏まえ、契約締結及び退職金支給に係る書

類の審査業務等について電子化、機械処理を拡大するとともに、業務処理方法を見

直すことにより外部委託を拡大し、事務処理の効率化を図る。 

資料３－２ 
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２ 中期計画の定期的な進行管理  

業務の遂行状況を管理するための内部の会議を少なくとも四半期に１回開催し、

業務の進捗状況の把握を行うとともに、機構として一体的な業務運営を行い、必要

な措置を講ずる。 

  

３ 内部統制の強化  

各退職金共済事業、財産形成促進事業及び雇用促進融資事業を適切に運営し、退

職金を確実に支給するための取組、財形持家融資の適切な貸付及び回収並びに雇用

促進融資の適切な回収のための取組を促進するため、職員の意識改革を図るととも

に、内部統制について、例えば、第１の２の「中期計画の定期的な進行管理」、４

の（３）の「随意契約の見直しについて」、第２の１の「確実な退職金支給のため

の取組」を着実に実施する等、会計監査人等の助言を得つつ、向上を図るものとし、

講じた措置について積極的に公表する。 

 

４ 業務運営の効率化に伴う経費節減 

  

（１）一般管理費及び退職金共済事業経費  

運営費交付金を充当する、一般管理費（退職手当は除く。）及び退職金共済事業

経費については、効率的な利用に努め、中期目標の最終年度までに、平成１９年度

予算額に比べて１８％以上の削減を行う。旧雇用・能力開発機構から移管される業

務に係る経費のうち、運営費交付金を充当する一般管理費（退職手当を除く。）に

ついては、効率的な利用に努め、平成２３年度予算額（移管される業務に係る経費

と移管される業務に係る旧雇用・能力開発機構経費との合計額）と比較し、人件費

で１％程度、人件費以外の一般管理費で８％程度の額を削減する。 

  

 

（２）人件費  

簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成１８年

法律第４７号）等に基づく平成１８年度からの５年間で５％以上を基本とする削減

について、引き続き着実に実施するとともに、「経済財政運営と構造改革に関する

基本方針２００６」（平成１８年７月７日閣議決定）に基づき、人件費改革の取組

を平成２３年度まで継続する。  

さらに、機構の給与水準について、以下のような観点からの検証を行い、その検

証結果や取組状況について公表するものとする。  

① 職員の在職地域や学歴構成等の要因を考慮してもなお国家公務員の給与水準

を上回っていないか。  
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② 事務所の所在地における地域手当が高いなど、給与水準が高い原因について、

是正の余地はないか。  

③ 国からの財政支出の大きさ、累積欠損の存在、類似の業務を行っている民間事

業者の給与水準等に照らし、現状の給与水準が適切かどうか十分な説明ができる

か。  

④ その他、給与水準についての説明が十分に国民の理解を得られるものとなって

いるか。 

 

（３）随意契約の見直しについて  

契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、以下の取組により、

随意契約の適正化を推進する。  

① 機構が策定した「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施するととも

に、その取組状況を公表する。  

② 一般競争入札等により契約を行う場合であっても、特に、企画競争や公募を行

う場合には、競争性、透明性が十分確保される方法により実施する。  

③ 監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正な実施について徹

底的なチェックを受ける。  

 

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 

 Ⅰ 退職金共済事業 

 

１ 確実な退職金支給のための取組 

  

（１）一般の中小企業退職金共済事業における退職金未請求者に対する取組  

厚生労働省の協力を得つつ、以下の取組を着実に実施することにより、請求権が

発生した年度における退職者数に対する、当該年度から２年経過後の未請求者数の

比率を最終的に１％程度とすることを目標とし、中期目標期間の最終年度（平成２

４年度）においてもその達成を図る。  

イ 新たな未請求退職金の発生を防止するための対策  

従業員に対して、一般の中小企業退職金共済（以下「中退共」という。）事

業に加入していることの認識を深めること及び未請求者に請求を促すため、以

下の取組を行う。  

ⅰ）加入時に事業主を通じて、中退共事業に加入したことを被共済者宛に通知

する。  

ⅱ）退職後３か月経過しても未請求者のいる対象事業所に対して、事業主から
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請求を促す要請通知を行う。  

ⅲ）前記ⅱ）の通知から３か月経過しても未請求者のいる対象事業所に対して、

当該被共済者の住所等の情報提供を依頼し、入手した情報に基づき被共済者

に対して請求手続を要請する。  

ⅳ）前記ⅰ）～ⅲ）の取組について、毎年度、成果の検証を行い、取組の見直

しを行う。  

なお、退職時の被共済者の住所の把握について、業務・システム最適化計画

の進捗状況等を踏まえつつ、平成２３年度末までの実施を検討する。 

ロ 累積した未請求退職金を縮減するための対策  

未請求者のいる対象事業所に対して、順次、未請求者の住所等の情報提供を

依頼し、入手した情報に基づき被共済者に対して請求手続を要請する。  

ハ 周知の徹底等  

ⅰ）ホームページに中退共事業加入の事業所名を検索できるシステムを構築し、

被共済者等が自ら加入事業所を調べることを可能とする。過去に中退共事業

に加入していた事業所についても、未請求者がいる事業所名をホームページ

に掲載する。  

ⅱ）ホームページに未請求に関しての注意喚起文を、年間を通して掲載する。  

ⅲ）その他あらゆる機会を通じた注意喚起をこれまで以上に行う。  

ニ 調査、分析  

加入事業所及び被共済者に対する調査の実施等により、未請求原因の分析を

行い、その結果をその後の対応策に反映させる。  

 

（２）特定業種退職金共済事業  

① 建設業退職金共済事業における共済手帳の長期未更新者への取組等  

イ 長期未更新者への取組  

ⅰ）新規加入時に被共済者の住所を把握し、建退共事業に加入したことを本人

に通知するとともに、把握した住所情報をデータベース化する（データベー

ス化は平成１６年度～１９年度新規加入者分を含む。）。また、共済手帳に

住所欄を設けて被共済者に記載させる。  

ⅱ）共済手帳の更新時等においても被共済者の住所を把握し、その情報をデー

タベース化する。  

ⅲ）過去３年間共済手帳の更新のない被共済者に対する長期未更新者調査によ

り、その住所の把握に努め、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続をとる

よう要請する。  

ⅳ）これまでの長期未更新者調査において対象とならなかった被共済者につい

て、前記ⅲ）と同様の措置を講ずる。  

ⅴ）事業主団体の広報誌、現場事務所のポスター等により、被共済者に退職金
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の請求に関する問い合わせを呼びかける。  

ⅵ）被共済者重複チェックシステムの活用により、退職金の支払時に名寄せを

行い、退職金の支払い漏れを防止する。  

ⅶ）ホームページ等を活用し、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続を行う

よう注意喚起を行う。  

ロ 共済証紙の適正な貼付に向けた取組  

ⅰ）就労日数に応じた共済証紙の適正な貼付を図るため、過去２年間共済手帳

の更新の手続をしていない共済契約者に対し共済手帳の更新など適切な措

置をとるよう要請する。  

ⅱ）加入履行証明書発行の際の共済手帳及び共済証紙の受払簿を厳格に審査す

ること等を通じ、就労日数に応じた共済証紙の適正な貼付をするよう共済契

約者に対して指導を徹底する。  

ⅲ）前記ⅰ）、ⅱ）の取組等により、中期目標期間の最終年度までに、共済証

紙の販売額の累計と貼付確認額の累計の差額を、前中期目標期間の終了時か

ら１３０億円程度減少させる。  

ⅳ）実態調査等を通じて共済証紙の貼付状況等に関して把握する。  

② 清酒製造業退職金共済事業における共済手帳の長期未更新者への取組  

ⅰ）新規加入時に被共済者の住所を把握し、清酒製造業退職金共済（以下「清

退共」という。）事業に加入したことを本人に通知するとともに、把握した

住所情報をデータベース化する。また、共済手帳に住所欄を設けて被共済者

に記載させる。  

ⅱ）共済手帳の更新時等においても被共済者の住所を把握し、その情報をデー

タベース化する。  

ⅲ）過去３年以上共済手帳の更新がなく、かつ、２４月以上の掛金納付実績を

有する被共済者に対する長期未更新者調査により、その住所の把握に努め、

共済手帳の更新、退職金の請求等の手続を取るよう要請する。  

ⅳ）前記ⅲ）によっても当該被共済者の住所等が把握できなかった場合には、

加入時の住所を基に、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続を取るよう要

請する。  

ⅴ）ホームページ等を活用し、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続を行う

よう注意喚起を行う。  

③ 林業退職金共済事業における共済手帳の長期未更新者への取組  

ⅰ）新規加入時に被共済者の住所を把握し、林業退職金共済（以下「林退共」

という。）事業に加入したことを本人に通知するとともに、把握した住所情

報をデータベース化する。また、共済手帳に住所欄を設けて被共済者に記載

させる。  

ⅱ）共済手帳の更新時等においても被共済者の住所を把握し、その情報をデー
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タベース化する。  

ⅲ）過去３年以上共済手帳の更新がなく、かつ、２４月以上の掛金納付実績を

有する被共済者に対する長期未更新者調査により、その住所の把握に努め、

共済手帳の更新、退職金の請求等の手続を取るよう要請する。  

ⅳ）前記ⅲ）によっても当該被共済者の住所等が把握できなかった場合には、

既に共済契約者を通じて入手した住所を基に、共済手帳の更新、退職金の請

求等の手続を取るよう要請する。 

ⅴ）ホームページ等を活用し、共済手帳の更新、退職金の請求等の手続を行う

よう注意喚起を行う。  

 

２ サービスの向上  

 

（１）業務処理の簡素化・迅速化  

① 加入者が行う諸手続や提出書類の合理化を図るとともに、機構内の事務処理の

簡素化・迅速化を図る観点から、諸手続及び事務処理等の再点検を行い、必要に

応じ改善計画を策定するとともに、適宜その見直しを行う。  

② 契約及び退職金給付に当たり、厳正な審査を引き続き実施しつつ、業務・シス

テム最適化計画の実施に併せ、以下のとおり退職金等支給に係る処理期間の短縮

等を行う。  

ⅰ）中退共事業においては、引き続き受付から２５日以内（退職月の掛金の納

付が確認されるまでの期間は支払処理期間から除く。）に支払う。  

ⅱ）建退共事業においては、引き続き受付から３０日以内に支払う。  

ⅲ）清退共事業及び林退共事業においては、受付から３０日以内に支払う。  

現行の退職金等支給に係る処理期間は以下のとおりである。  

ⅰ）中退共事業においては２５日以内。  

ⅱ）建退共事業においては３０日以内。  

ⅲ）清退共事業及び林退共事業においては３９日以内。  

 

（２）情報提供の充実、加入者の照会・要望等への適切な対応等  

① 共済契約者等からの諸手続の方法に関する照会・要望等をホームページ上のＱ

＆Ａに反映するなど回答の標準化等を図り、また、ホームページを活用し、被共

済者が直接情報を入手できるような仕組を検討するとともに、個別の相談業務に

ついては、引き続き電話により行うなどサービス向上を図る。  

② 相談業務については、相談者の満足度を調査し、その結果を相談業務に反映さ

せることにより、相談業務の質を向上させる。また、応対の基本、実際の対応例

等を定めた応答マニュアルを見直し、懇切丁寧な対応を徹底する。  

③ 共済契約者等に対する機関誌等を縮減し、ホームページによる共済契約者及び
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被共済者に対する情報提供の充実を図る。  

 

（３）積極的な情報の収集及び活用  

① 中小企業事業主団体・関係業界団体及び関係労働団体の有識者から、機構の業

務運営に対する意見・要望等を聴取する場を設けて、聴取した意見を踏まえてニ

ーズに即した業務運営を行う。 

② 毎月の各退職金共済事業への加入状況、退職金支払状況等に関する統計を整備

するとともに、民間企業における退職金制度の現状、将来の退職金制度の在り方、

機構が運営する退職金共済事業に対する要望・意見等を随時調査し、これらの統

計及び調査の結果を退職金共済事業運営に反映させる。  

 

３ 加入促進対策の効果的実施  

 

（１）加入目標数  

中退共、建退共、清退共、林退共の各事業の最近における加入状況、財務内容及

び各事業に対応する産業・雇用状況を勘案して、中期目標期間中に新たに各事業に

加入する被共済者数の目標を次のように定める。  

① 中退共事業においては １，９４３，０００人  

② 建退共事業においては ６４０，０００人  

③ 清退共事業においては ７５０人  

④ 林退共事業においては １１，５００人  

合計 ２，５９５，２５０人  

 

（２） 加入促進対策の実施  

上記の目標を達成するため、関係官公庁及び関係事業主団体等との連携の下に、

以下の加入促進対策を効果的に実施する。  

なお、各退職金共済事業への加入促進対策の実施に当たっては､相互に連携して

行うこととする。  

① 広報資料等による周知広報活動  

イ 制度内容・加入手続等を掲載したパンフレット・ポスター及び制度紹介用動

画等の広報資料を配布するとともに、ホームページ等を活用した退職金共済制

度の周知広報を実施する。  

ロ 関係官公庁及び関係事業主団体等に対して、広報資料の窓口備付け、ポスタ

ー等の掲示及びこれらの機関等が発行する広報誌等への退職金共済制度に関

する記事の掲載を依頼する。  

ハ 新聞等のマスメディアを活用した広報を実施する。  

ニ 工事発注者の協力を得て、受注事業者による「建退共現場標識」掲示の徹底
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を図り､事業主及び建設労働者への制度普及を行う。  

② 個別事業主に対する加入勧奨等  

イ 機構が委嘱した相談員、普及推進員等により、各種相談等に対応するととも

に、個別事業主に対する加入勧奨を行う。特に中退共事業においては、普及推

進員の業務において新規加入促進への重点化を図る。 

ロ 中退共事業においては、今後とも高い成長が見込まれる分野の業種等に対す

る加入促進に重点をおいた対策を行う。  

ハ 機構から中退共事業への加入促進業務を受託した事業主団体等による個別

事業主に対する加入促進を行う。特に企業の雇用管理に密接な関係を有する社

会保険労務士会等の団体との連携を強化するとともに、委託先の拡大に努める。

また、既加入事業主に対し、文書等により追加加入促進を定期的に行う。  

ニ 関係事業主団体、工事発注者、元請事業者等の協力を得て、建退共事業の未

加入の事業主に対する加入勧奨を行うとともに、既加入事業主に対し、追加加

入勧奨を行う。  

ホ 清退共事業及び林退共事業においては、対象となる期間雇用者数が減少傾向

で推移していること等から、既加入事業主に対し、新規雇用労働者の事業加入

を確実に行うよう、毎年度、文書等による加入勧奨を行う。  

③ 各種会議、研修会等における加入勧奨等  

関係官公庁及び関係事業主団体等が開催する各種会議、研修会等において、制

度内容や加入手続等の説明を行うなど、制度の普及及び加入勧奨を行う。  

④ 集中的な加入促進対策の実施  

厚生労働省の協力を得て、毎年度、加入促進強化月間を設定し、月間中､全国

的な周知広報活動等を集中的に展開する。  

⑤ 適格退職年金からの移行促進  

厚生労働省の協力を得て、適格退職年金から中退共事業への移行を促進するた

めの周知広報を組織的に展開するとともに、適格退職年金を受託する機関との連

携を更に強化する。  

⑥ 他制度と連携した加入促進対策の実施  

イ 独自に掛金の助成・補助制度を実施する地方公共団体等の拡大・充実を働き

かける。  

ロ 建設業等に係る公共事業発注機関に対し、受注事業者からの掛金収納書及び

建退共加入履行証明書徴収の要請を行う。  

ハ いわゆる「緑の雇用」の実施に当たり、林退共事業等への加入について事業

主に指導するよう関係機関に要請を行う。  

 

Ⅱ 財産形成促進事業 
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（１）融資業務について 

融資業務の運営に当たっては、担当者の融資審査能力の向上に努めるとともに、

国及び関係機関と連携を図り、適正な貸付金利の設定等、勤労者の生活の安定・

事業主の雇用管理の改善等に資する融資を実現する。 

また、貸付決定に当たっては、財形取扱店において借入申込書を受理した日か

ら１８日以内に貸付決定する。 

 

（２）周知について 

① ホームページ、パンフレット、申込みに係る手引等を作成することとし、そ

の作成に当たっては、制度内容、利用条件、相談・受付窓口等を利用者の視点

に立った分かりやすい表現とする。また、インターネットを通じた質問を受け

付け、よくある質問については回答をホームページに公開するなど積極的に利

用者の利便の向上と情報提供に努める。さらに、貸付金額、利用条件等の制度

内容に変更があった場合は当該変更が確定した日から、７日以内にホームペー

ジ等で公開する。 

また、財産形成促進事業に関するホームページのアクセス件数について、毎

年度１４万件以上を目指す。 

② 退職金共済事業における共済契約者への情報提供や各種会議等の機会を捉

え、財産形成促進事業の周知を併せて行うことにより、中小企業に対する情報

提供の充実を図る。 

③ 外部委託の活用や関係機関との連携を図ることにより、より効果的な制度の

周知、利用の促進を図る。 

  また、関係機関による周知を実施するため、リーフレットを毎年度５，００

０カ所以上に送付することを目指す。 

④ 経過措置期間の助成金支給については、不正受給防止に努め、適正に執行す

る。 

 

第３ 財務内容の改善に関する事項  

 

Ⅰ 退職金共済事業 

 

１ 累積欠損金の処理  

累積欠損金が生じている中退共事業及び林退共事業においては、以下の観点から、

機構が平成１７年１０月に策定した「累積欠損金解消計画」を必要に応じて見直し

つつ、同計画に沿った着実な累積欠損金の解消を図る。  

① 健全な資産運用及び積極的な加入促進による収益の改善  

② 事務の効率化等による経費節減  



10 
 

 

２ 健全な資産運用等  

① 各退職金共済事業の資産運用については、資産運用の目標、基本ポートフォリ

オ等を定めた「資産運用の基本方針」に基づき、安全かつ効率を基本として実施

する。  

② 各退職金共済事業の資産運用の実績を的確に評価し、健全な資産運用を実施す

るため、外部の専門家から運用の基本方針に沿った資産運用が行われているかを

中心に運用実績の評価を受け、評価結果を事後の資産運用に反映させる。  

③ 各退職金共済事業の資産運用結果その他の財務状況について、常時最新の情報

の把握をし、経済・金利情勢に対応して各退職金共済事業の予定運用利回り改定

の必要性に関する判断が可能となるよう、適宜、厚生労働省に提供する。 

 

Ⅱ 財産形成促進事業 

財形融資については、効果的な普及啓発活動により貸付額の確保を図りつつ適正な

貸付金利の設定等により中期目標期間の最終年度までに累積欠損の解消を目指す。 

このため、収益改善及び業務経費の削減等に関する「財形勘定収支改善等計画」を

策定し、当該計画を着実に実行するとともに、金融機関等を通じ債権の適切な管理に

努める。 

 

Ⅲ 雇用促進融資事業 

雇用促進融資については、金融機関等を通じ債権管理を適切に行うとともに、リ

スク管理債権（貸倒懸念債権及び破産更正債権等）については、必要に応じて法的措

置を講じること等により、債権の回収・処理に努め、償還計画どおり、財政投融資へ

の着実な償還を行う。 

  

第４ その他業務運営に関する事項  

 

（１）保有する資産について 

機構が保有する資産については、国の資産債務改革の趣旨を踏まえ、以下の措置を

講ずるものとする。  

① 退職金機構ビル及び同別館については、現在地に所在することが必要不可欠か

どうかについて十分吟味し、移転の可能性等について、中期目標期間中に、保有

と賃貸のコスト比較による経済合理性及び投資不動産としてのメリット等を考

慮の上、早急に検討を行う。  

② 松戸宿舎及び越谷宿舎については、建物調査の結果も踏まえつつ、中期目標期

間中のできるだけ早期に売却等の方向で検討する。  
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（２）退職金共済事業と財産形成促進事業の連携について 

退職金共済事業と財産形成促進事業の広報媒体を相互に活用するほか、両事業の関

係機関等に対し、連携して制度の周知等を実施するなど効率的な広報活動を行う。 

 

第５ 予算、収支計画及び資金計画  

 

１ 予算  

① 機構総括 別紙－１のとおり  

② 中退共事業等勘定 別紙－２のとおり  

③ 建退共事業等勘定 別紙－３のとおり  

④ 清退共事業等勘定 別紙－４のとおり  

⑤ 林退共事業等勘定 別紙－５のとおり 

⑥ 財形勘定 別紙-６のとおり 

⑦ 雇用促進融資勘定 別紙-７のとおり 

 

２ 収支計画  

① 機構総括 別紙－８のとおり  

② 中退共事業等勘定 別紙－９のとおり  

③ 建退共事業等勘定 別紙－１０のとおり  

④ 清退共事業等勘定 別紙－１１のとおり  

⑤ 林退共事業等勘定 別紙－１２のとおり 

⑥ 財形勘定 別紙-１３のとおり 

⑦ 雇用促進融資勘定 別紙-１４のとおり 

  

３ 資金計画  

① 機構総括 別紙－１５のとおり  

② 中退共事業等勘定 別紙－１６のとおり  

③ 建退共事業等勘定 別紙－１７のとおり  

④ 清退共事業等勘定 別紙－１８のとおり  

⑤ 林退共事業等勘定 別紙－１９のとおり 

⑥ 財形勘定 別紙-２０のとおり 

⑦ 雇用促進融資勘定 別紙-２１のとおり  

 

第６ 短期借入金の限度額  

 

１ 資金不足に対応するための短期借入金 
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（１） 限度額  

① 中退共事業においては ２０億円  

② 建退共事業においては ２０億円  

③ 清退共事業においては １億円  

④ 林退共事業においては ３億円  

⑤ 財形融資事業においては２億円 

⑥ 雇用促進融資事業においては０．２億円 

（２） 想定される理由  

① 予定していた掛金等収入額の不足により、一時的に退職金等支払資金の支出超

過が見込まれる場合に、支払いの遅延を回避するため。  

② 運営費交付金の受入の遅延等による資金不足に対応するため。  

③ 予定外の役職員等の退職者の発生に伴う退職手当の支給等の出費に対応する

ため。 

   

２ 財産形成促進事業において資金繰り上発生する資金の不足への対応 

限度額４２８億円 

 

第７ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画  

川越職員宿舎土地を中期目標期間中に速やかに処分を行う。 

  

第８ 剰余金の使途 

なし 

  

第９ 職員の人事に関する計画 

方針  

① 職員の採用に当たっては、資質の高い人材をより広く求める。  

② 職員の資質向上を図るため、専門的、実務的な研修等を実施する。  

③ 多様なポストを経験させるための機構内の人事異動を積極的に実施する。  

 

第１０ 積立金の処分に関する事項  

前期中期目標期間繰越積立金は、一般の中退共事業等勘定、特定業種のそれぞれの

退職金共済事業等勘定及び雇用促進融資勘定の勘定ごとに次に掲げる業務に充てる

こととする。 

① 退職金共済契約または特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事

業  

② 前記①の業務に附帯する業務  

③ 雇用促進融資事業 



[別紙１]

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（総括） (単位：百万円)

区        分

 収    入 3,089,453

   　運営費交付金収入 16,785

   　国庫補助金収入 39,227

   　業務収入 3,026,733

     　　掛金等収入 2,313,960

     　　運用収入等 215,132

         勤労者財産形成促進業務収入 496,067

         雇用促進融資業務収入 1,575

   　業務外収入 57

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入 2,983

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入 3,510

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入 13

   　林業退職金共済事業等勘定より受入 146

 支    出 3,353,654

   　退職給付金等 2,797,925

   　業務経費 534,687

     　　退職金共済事業関係経費 22,273

     　　運用費用等 15,237

     　　業務委託手数料 8

　　　　 勤労者財産形成促進業務経費 492,937

　　　　 雇用促進融資業務経費 4,233

   　一般管理費 1,020

   　人件費 13,372

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入 3,555

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入 2,965

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入 8

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入 123

【注】百万円未満を四捨五入しているため、計と一致しない場合がある。

[人件費の見積り]
期間中総額１０,４５９百万円を支出する。
ただし、上記の額は、役員給（非常勤役員給与を除く。）並びに職員基本給、職員諸
手当、超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費用である。
運営費交付金の算定ルールについては、別紙１－２のとおり。

中期計画（平成２０年度～平成２４年度）の予算

金        額
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[別紙１-２]

運営費交付金算定ルール

独立行政法人名　勤労者退職金共済機構

［人件費の見積り］

　　　期間中　１１，２０４百万円を支出する。

［運営費交付金の算定方法］

　　ルール方式を採用

［運営費交付金の算定ルール］

　　運営費交付金額　＝　〔人件費＋｛一般管理費（Ａ）×ε｝×γ２〕＋

　　　　　　　　　　　　｛業務費（Ｒ）×γ３×δ×ε｝＋特殊要因（Ｘ）

　　　　　　人件費　＝　基本給等（Ｂ）＋退職手当（Ｓ）

　　　　　　Ｂ：基本給、諸手当、社会保険料等の人件費（退職手当を除く）をいい、次式

　　　　　　　　により算出する。

　　　　　　　　Ｂ＝（Ｐ１×α×β＋Ｐ２×β＋Ｐ３）×γ１

　　　　　　　　Ｂ：当該年度の基本給等

　　　　　　　　Ｐ１：前年度の基本給中昇給及び給与改定の影響を受けるもの

　　　　　　　　Ｐ２：前年度の基本給中給与改定の影響を受けるもの

　　　　　　　　Ｐ３：前年度の基本給中昇給及び給与改定の影響を受けないもの

　　　　　　　　　α：運営状況を勘案した昇給原資率

　　　　　　　　　β：運営状況を勘案した給与改定率

　　　　　　Ｓ：当年度の退職予定者及び前年度以前の予定外退職者に対応した当年度分退

　　　　　　　　職分退職手当額（毎年度の予算編成過程において決定）

　　　　　　Ａ：前年度管理部門に係る物件費（謝金、旅費、庁費、保険料、各所修繕費等の合計額）

　　　　　　Ｒ：前年度の業務に係る経費（人件費及び一般管理費以外の経費）

　　　　　　Ｘ：平成２０年度以降特殊要因により新規追加・拡充又は縮減された経費（中

　　　　　　　　期目標期間を通じて、他の経費には分類しないものとする。）に係る当年度の

　　　　　　　　所要額（人件費を含む。）

　　　　　　γ：業務の効率化等における効率化係数

　　　　　　δ：業務政策係数

　　　　　　ε：消費者物価指数

[中期計画予算の見積りに際し使用した具体的係数及びその設定根拠等]

中期計画予算の見積もりに際し使用した具体的係数は各事業年度の運営費交付金算定時

に具体的な数値を定めていることとしている。

１　α、β、δ、εについては、変動がないもの（±０％）と仮定した。

２　γ１については、平成２０年度0.9869526、平成２１年度0.9914778、平成２２年度0.9901625、

　平成２３年度0.9901643、平成２４年度0.9901651、と仮定した。

３　γ２については、平成２０年度0.96998、平成２１年度0.929957、平成２２年度0.92694、

　平成２３年度0.92407、平成２４年度0.92088、と仮定した。

４　γ３については、平成２０年度0.844124、平成２１年度0.928869、平成２２年度0.928702、

　平成２３年度0.926103、平成２４年度0.923205、と仮定した。

５　財形勘定及び雇用促進融資勘定については平成２３年度予算額及び平成２４年度はγ１　0.9901651、

　γ２　0.92088とした。
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[別紙２]

中期計画（平成２０年度～平成２４年度）の予算

一般の中小企業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分 金        額

 収    入 2,307,043    

   　運営費交付金収入 12,307    

   　国庫補助金収入 32,175    

   　業務収入 2,258,998    

     　　掛金等収入 2,082,374    

     　　運用収入等 176,624    

   　業務外収入 8    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入                －

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入 3,440    

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入 5    

   　林業退職金共済事業等勘定より受入 110    

 支    出 2,384,932    

   　退職給付金等 2,347,284    

   　業務経費 24,783    

     　　退職金共済事業関係経費 11,258    

     　　運用費用等 13,519    

     　　業務委託手数料 6    

   　一般管理費 392    

   　人件費 9,491    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入                －

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入 2,925    

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入 3    

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入 55    
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[別紙３]

中期計画（平成２０年度～平成２４年度）の予算

建設業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分 金        額

 収    入 273,477    

   　運営費交付金収入 2,482    

   　国庫補助金収入 6,176    

   　業務収入 261,851    

     　　掛金等収入 224,134    

     　　運用収入等 37,717    

   　業務外収入 3    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入 2,925    

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入                －

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入 5    

   　林業退職金共済事業等勘定より受入 35    

 支    出 456,069    

   　退職給付金等 437,790    

   　業務経費 12,175    

     　　退職金共済事業関係経費 10,470    

     　　運用費用等 1,704    

     　　業務委託手数料 1    

   　一般管理費 135    

   　人件費 2,459    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入 3,440    

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入                －

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入 5    

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入 65    
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[別紙４]

中期計画（平成２０年度～平成２４年度）の予算

清酒製造業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分 金        額

 収    入 1,270    

   　運営費交付金収入 544    

   　国庫補助金収入 13    

   　業務収入 705    

     　　掛金等収入 476    

     　　運用収入等 229    

   　業務外収入 0    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入 3    

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入 5    

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入                －

   　林業退職金共済事業等勘定より受入 1    

 支    出 3,965    

   　退職給付金等 3,232    

   　業務経費 204    

     　　退職金共済事業関係経費 198    

     　　運用費用等 5    

     　　業務委託手数料 0    

   　一般管理費 35    

   　人件費 481    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入 5    

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入 5    

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入                －

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入 3    
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[別紙５]

中期計画（平成２０年度～平成２４年度）の予算

林業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分 金        額

 収    入 8,591    

   　運営費交付金収入 676    

   　国庫補助金収入 254    

   　業務収入 7,537    

     　　掛金等収入 6,976    

     　　運用収入等 562    

   　業務外収入 1    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入 55    

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入 65    

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入 3    

   　林業退職金共済事業等勘定より受入                －

 支    出 10,742    

   　退職給付金等 9,619    

   　業務経費 356    

     　　退職金共済事業関係経費 347    

     　　運用費用等 9    

     　　業務委託手数料                －

   　一般管理費 39    

   　人件費 584    

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入 110    

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入 35    

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入 1    

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入                －
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[別紙６]

財形勘定 (単位：百万円)

区        分

 収    入 496,821

   　運営費交付金収入 707

   　国庫補助金収入 2

   　業務収入 496,067

     　　掛金等収入                －

     　　運用収入等                －

         勤労者財産形成促進業務収入 496,067

         雇用促進融資業務収入                －

   　業務外収入 45

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入                －

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入                －

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入                －

   　林業退職金共済事業等勘定より受入                －

 支    出 493,644

   　退職給付金等                －

   　業務経費 492,937

     　　退職金共済事業関係経費                －

     　　運用費用等                －

     　　業務委託手数料                －

　　　　 勤労者財産形成促進業務経費 492,937

　　　　 雇用促進融資業務経費                －

   　一般管理費 380

   　人件費 328

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入                －

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入                －

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入                －

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入                －

中期計画（平成２３年度～平成２４年度）の予算

金        額
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[別紙７]

雇用促進融資勘定 (単位：百万円)

区        分

 収    入 2,251

   　運営費交付金収入 69

   　国庫補助金収入 607

   　業務収入 1,575

     　　掛金等収入                －

     　　運用収入等                －

         勤労者財産形成促進業務収入                －

         雇用促進融資業務収入 1,575

   　業務外収入                －

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入                －

   　建設業退職金共済事業等勘定より受入                －

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入                －

   　林業退職金共済事業等勘定より受入                －

 支    出 4,302

   　退職給付金等                －

   　業務経費 4,233

     　　退職金共済事業関係経費                －

     　　運用費用等                －

     　　業務委託手数料                －

　　　　 勤労者財産形成促進業務経費                －

　　　　 雇用促進融資業務経費 4,233

   　一般管理費 40

   　人件費 29

   　一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入                －

   　建設業退職金共済事業等勘定へ繰入                －

   　清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入                －

   　林業退職金共済事業等勘定へ繰入                －

中期計画（平成２３年度～平成２４年度）の予算

金        額
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[別紙８]

収支計画（平成２０年度～平成２４年度）

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（総括） (単位：百万円)

区        分 金        額

 経常費用 7,172,097

   　事業費用 2,822,477

   　一般管理費 36,716

   　貸倒引当金繰入 329

   　支払備金繰入 106,663

   　責任準備金繰入 4,193,730

   　事業外費用 104

　　 財務費用 12,078

 経常収益 7,274,917

   　事業収益 2,724,830

   　運営費交付金収入 16,785

   　国庫補助金収入 39,227

   　資産見返補助金等戻入 17

 　　貸倒引当金戻入 60

   　支払備金戻入 99,692

   　責任準備金戻入 4,394,298

   　事業外収益 8

 純利益 102,820

 目的積立金取崩額 572

 総利益 103,392
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[別紙９]

一般の中小企業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分

 経常費用 6,012,548

   　事業費用 2,364,974

   　一般管理費 21,166

   　貸倒引当金繰入 56

   　支払備金繰入 101,544

   　責任準備金繰入 3,524,714

   　事業外費用 94

 経常収益 6,103,162

   　事業収益 2,411,461

   　運営費交付金収入 12,307

   　国庫補助金収入 32,175

   　資産見返補助金等戻入 17

 　　貸倒引当金戻入 60

   　支払備金戻入 94,983

   　責任準備金戻入 3,552,152

   　事業外収益 8

 純利益 90,614

 目的積立金取崩額                 －

 総利益 90,614

収支計画（平成２０年度～平成２４年度）

金        額
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[別紙１０]

建設業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分

 経常費用 1,114,889

   　事業費用 443,373

   　一般管理費 13,088

   　貸倒引当金繰入                 －

   　支払備金繰入 5,022

   　責任準備金繰入 653,396

   　事業外費用 9

 経常収益 1,119,559

   　事業収益 284,757

   　運営費交付金収入 2,482

   　国庫補助金収入 6,176

   　資産見返補助金等戻入                 －

 　　貸倒引当金戻入                 －

   　支払備金戻入 4,583

   　責任準備金戻入 821,560

   　事業外収益 1

 純利益 4,670

 目的積立金取崩額                 －

 総利益 4,670

収支計画（平成２０年度～平成２４年度）

金        額

23



[別紙１１]

清酒製造業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分

 経常費用 7,074

   　事業費用 3,254

   　一般管理費 715

   　貸倒引当金繰入                 －

   　支払備金繰入 8

   　責任準備金繰入 3,096

   　事業外費用 0

 経常収益 7,118

   　事業収益 839

   　運営費交付金収入 544

   　国庫補助金収入 13

   　資産見返補助金等戻入                 －

 　　貸倒引当金戻入                 －

   　支払備金戻入 15

   　責任準備金戻入 5,708

   　事業外収益 0

 純利益 44

 目的積立金取崩額                 －

 総利益 44

収支計画（平成２０年度～平成２４年度）

金        額
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[別紙１２]

林業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分

 経常費用 23,363

   　事業費用 9,780

   　一般管理費 970

   　貸倒引当金繰入                 －

   　支払備金繰入 89

   　責任準備金繰入 12,523

   　事業外費用 1

 経常収益 23,898

   　事業収益 7,979

   　運営費交付金収入 676

   　国庫補助金収入 254

   　資産見返補助金等戻入                 －

 　　貸倒引当金戻入                 －

   　支払備金戻入 111

   　責任準備金戻入 14,878

   　事業外収益 0

 純利益 535

 目的積立金取崩額                 －

 総利益 535

収支計画（平成２０年度～平成２４年度）

金        額
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[別紙１３]

財形勘定 (単位：百万円)

区        分 金        額

 経常費用 12,817

   　事業費用 985

   　一般管理費 707

   　貸倒引当金繰入                 －

   　支払備金繰入                 －

   　責任準備金繰入                 －

   　事業外費用                 －

　　 財務費用 11,125

 経常収益 20,345

   　事業収益 19,636

   　運営費交付金収入 707

   　国庫補助金収入 2

   　資産見返補助金等戻入                 －

 　　貸倒引当金戻入                 －

   　支払備金戻入                 －

   　責任準備金戻入                 －

   　事業外収益                 －

 純利益 7,528

 目的積立金取崩額                 －

 総利益 7,528

収支計画（平成２３年度～平成２４年度）
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[別紙１４]

雇用促進融資勘定 (単位：百万円)

区        分 金        額

 経常費用 1,406

   　事業費用 112

   　一般管理費 69

   　貸倒引当金繰入 273

   　支払備金繰入                 －

   　責任準備金繰入                 －

   　事業外費用                 －

　　 財務費用 953

 経常収益 834

   　事業収益 158

   　運営費交付金収入 69

   　国庫補助金収入 607

   　資産見返補助金等戻入                 －

 　　貸倒引当金戻入                 －

   　支払備金戻入                 －

   　責任準備金戻入                 －

   　事業外収益                 －

 純利益 △ 572

 目的積立金取崩額 572

 総利益                 －

収支計画（平成２３年度～平成２４年度）
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[別紙１５]

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（総括） (単位：百万円)

区        分

 資金支出 4,842,341

     業務活動による支出 2,984,040

       　業務支出 2,947,375

       　人件費 13,372

       　管理諸費 23,292

     投資活動による支出 1,448,680

     財務活動による支出 369,169

     次期中期計画の期間への繰越金 40,453

 資金収入 4,842,341

     業務活動による収入 2,733,055

       　業務収入 2,677,029

       　運営費交付金による収入 16,785

      　 国庫補助金による収入 39,227

       　その他の収入 13

     投資活動による収入 1,705,452

     財務活動による収入 357,988

     前期中期計画の期間よりの繰越金 23,933

     雇用・能力開発機構からの承継額 21,913

資金計画（平成２０年度～平成２４年度）

金        額
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[別紙１６]

一般の中小企業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分

 資金支出 3,520,035

     業務活動による支出 2,383,974

       　業務支出 2,362,833

       　人件費 9,491

       　管理諸費 11,650

     投資活動による支出 1,134,257

     財務活動による支出 427

     次期中期計画の期間への繰越金 1,377

 資金収入 3,520,035

     業務活動による収入 2,308,422

       　業務収入 2,263,932

       　運営費交付金による収入 12,307

      　 国庫補助金による収入 32,175

       　その他の収入 8

     投資活動による収入 1,210,223

     財務活動による収入                －

     前期中期計画の期間よりの繰越金 1,391

資金計画（平成２０年度～平成２４年度）

金        額
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[別紙１７]

建設業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分

 資金支出 783,833

     業務活動による支出 456,057

       　業務支出 442,993

       　人件費 2,459

       　管理諸費 10,604

     投資活動による支出 313,300

     財務活動による支出 83

     次期中期計画の期間への繰越金 14,394

 資金収入 783,833

     業務活動による収入 273,206

       　業務収入 264,543

       　運営費交付金による収入 2,482

      　 国庫補助金による収入 6,176

       　その他の収入 6

     投資活動による収入 489,298

     財務活動による収入                －

     前期中期計画の期間よりの繰越金 21,329

資金計画（平成２０年度～平成２４年度）

金        額
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[別紙１８]

清酒製造業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分

 資金支出 4,216

     業務活動による支出 3,965

       　業務支出 3,251

       　人件費 481

       　管理諸費 233

     投資活動による支出 120

     財務活動による支出                －

     次期中期計画の期間への繰越金 131

 資金収入 4,216

     業務活動による収入 1,273

       　業務収入 717

       　運営費交付金による収入 544

      　 国庫補助金による収入 13

       　その他の収入 0

     投資活動による収入 2,393

     財務活動による収入                －

     前期中期計画の期間よりの繰越金 551

資金計画（平成２０年度～平成２４年度）

金        額
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[別紙１９]

林業退職金共済事業等勘定 (単位：百万円)

区        分

 資金支出 12,783

     業務活動による支出 10,742

       　業務支出 9,773

       　人件費 584

       　管理諸費 386

     投資活動による支出 1,003

     財務活動による支出                －

     次期中期計画の期間への繰越金 1,038

 資金収入 12,783

     業務活動による収入 8,581

       　業務収入 7,651

       　運営費交付金による収入 676

      　 国庫補助金による収入 254

       　その他の収入 0

     投資活動による収入 3,539

     財務活動による収入                －

     前期中期計画の期間よりの繰越金 663

資金計画（平成２０年度～平成２４年度）

金        額
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[別紙２０]

財形勘定 (単位：百万円)

区        分

 資金支出 507,251

     業務活動による支出 128,168

       　業務支出 127,461

       　人件費 328

       　管理諸費 380

     投資活動による支出                －

     財務活動による支出 365,491

     次期中期計画の期間への繰越金 13,592

 資金収入 507,251

     業務活動による収入 139,322

       　業務収入 138,612

       　運営費交付金による収入 707

      　 国庫補助金による収入 2

       　その他の収入                －

     投資活動による収入                －

     財務活動による収入 357,988

     雇用・能力開発機構からの承継額 9,942

資金計画（平成２３年度～平成２４年度）

金        額
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[別紙２１]

雇用促進融資勘定 (単位：百万円)

区        分

 資金支出 14,222

     業務活動による支出 1,133

       　業務支出 1,065

       　人件費 29

       　管理諸費 40

     投資活動による支出                －

     財務活動による支出 3,169

     次期中期計画の期間への繰越金 9,920

 資金収入 14,222

     業務活動による収入 2,251

       　業務収入 1,575

       　運営費交付金による収入 69

      　 国庫補助金による収入 607

       　その他の収入                －

     投資活動による収入                －

     財務活動による収入                －

     雇用・能力開発機構からの承継額 11,971

資金計画（平成２３年度～平成２４年度）

金        額
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